
 

 

道路側に屋根の雪が落下するようになっている家屋には屋根に雪止めを設置し、 

事故が未然に防げるように対応をお願いします。 

屋根から雪がせり出している場所や、つららのある軒下を歩くときは注意しましょう。

また、つららで遊んでいる子供たちを見かけたときには声をかけて、注意しましょう。 

 

期間：平成 30年 3月 10日まで 

 

 

個人や団体向けの助成事業 

排雪ダンプ助成事業のご紹介 

住宅の排雪作業を実施する場合に排雪 

ダンプにかかる費用の一部を助成します。 

 

下記の指定業者まで直接お申込みください。 

台数に限りはございません。 

○一般住宅の排雪作業を 

行う場合排雪ダンプ一台当たり 

2,000円の助成 

 

○店舗併用住宅の排雪作業を 

行う場合排雪ダンプ一台当たり 

1,000円の助成 

 

指  定  業  者 住     所 電 話 番 号 対 応 地 区 

五十嵐運輸株式会社 名寄市字徳田 240－4 01654－3－6127 名寄 

株式会社Ｓｋｙ 名寄市字徳田 260番地 11 01654－8－7502 名寄 

株式会社真鍋組 名寄市字徳田 100－8 01654－3－2750 名寄 

第一建設株式会社 名寄市西 7条南 6丁目 6－1 01654－3－3307 名寄 

北建工業株式会社 名寄市西 3条北 2丁目 11番地１ 01654－2－3984 名寄 

村西運輸株式会社 名寄市字徳田 289－24 01654－2－4501 名寄・風連 

有限会社岩守産業 名寄市字徳田 248－18 01654－2－5607 名寄・風連 

有限会社吉田工業 名寄市字徳田 98番地 57 01654－3－3450 名寄・風連 

 

 

 

屋根からの落下事故に注意 

○複数人でやりましょう。 

安全確認や助けを呼ぶ際も迅速な対応ができます。やむを得ず一人で行う場合

は、家族やご近所の方に声をかける等をしてから作業を行うようにお願いします。 

 

屋根の雪降ろしでは足場の雪も崩れる場合がありますので、命綱をつけてください。また、はしご等にも滑り止めを付ける 

工夫をお願いします。屋根から雪を降ろす際は周囲に人がいないことを確認してから雪を降ろしてください。 

 

○命綱をつけましょう。 

 

○その他の注意すべきこと 

融雪槽の事故に注意 

融雪槽は自宅周りの雪を処理するのに大変便利ですが

使い方を間違えると重大な事故につながります。 

以下のことに気を付けてください。 

○必ず転落防止枠を設置して作業をしてください。 

○排気口や投雪口内が高温になっていますのでやけどに 

注意してください。 

○灯油などを燃焼するタイプは排気ガスを吸わないように 

注意してください。 

○融雪槽から離れるときは蓋を閉めてください。 

 

お問い合わせ：都市整備課管理係 

ＴＥＬ０１６５５－３－２５１１（内線２３６） 

事故は一瞬で 

起こります。 

転落防止枠の設置 

排気ガス

に注意！ 


